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静岡県第４次地震被害想定

・平成24年 2月 静岡県第4次地震被害想定策定会議を設置・平成24年 2月 静岡県第4次地震被害想定策定会議を設置

今後の地震・津波対策の方針
減災社会 構築 指 （ 成 年 ）

・平成25年 2月 被害想定の中間報告

～減災社会の構築を目指して～ （平成24年12月20日）

平成25年 2月 被害想定の中間報告

⇒ 対策の方針（アクションプログラムの骨子）

地震動・津波高などの想定を公表

平成25年 6月頃 静岡県第4次地震被害想定を公表・平成25年 6月頃 静岡県第4次地震被害想定を公表

⇒ 併せて、地域防災計画の改定

⇒ 新たな地震・津波対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの公表

1



静岡県の地震・津波対策の方針

今後の地震 津波対策の方針今後の地震・津波対策の方針

～減災社会の構築を目指して～ （平成24年12月20日）
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「みなと」としてできることは・・・「みなとBCP」

目 的 内 容目 的 内 容

み
な

埠頭地区の
被害の軽減

人的被害の最小化 避難誘導計画の策定

物的被害の最小化 施設の補強等の検討 ｺﾝﾃﾅ等流出対策の検討
な
と
Ｂ
Ｃ

被害の軽減
物的被害の最小化 施設の補強等の検討・ｺﾝﾃﾅ等流出対策の検討

港湾施設の
復旧時間

防災拠点機能・
物流流通機能の

初動体制の構築
（緊急物資の受入・物流機能の早期回復）Ｃ

Ｐ
復旧時間
の短縮

物流流通機能の
早期回復

（緊急物資の受入 物流機能の早期回復）

広域連携の検討

平常時 被災時 復旧時における行動平常時・被災時・復旧時における行動
をマニュアル化

減災！

滑 急物資 受円滑な緊急物資の受入！

通常物流機能の早期回復！
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避難誘導計画の概要

・避難経路図 避難施設位置図の作成・避難経路図、避難施設位置図の作成

・避難困難区域の把握

避難困難エリア
避

避

新規施設
計画
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県内の各港湾・漁港で「BCP」を作成

防災拠点港湾
N

防災港湾

その他県管理港

静浦漁港

田子の浦港

熱海港
沼津港

緊急物資１次輸送

※印は市町管理

焼津漁港

戸田漁港

網代漁港

清水港

土肥港
伊東港

宇久須港

用宗漁港※

福田漁港

焼津漁港

稲取漁港

松崎港

大井川港※

宇久須港

地頭方漁港※

田子漁港※

緊急物資搬入

浜名港

福田漁港

妻良漁港 下田港

御前崎港

地頭方漁港※ 緊急物資搬入

緊急物資搬入
緊急物資搬入

5



～ 清水港における取組事例 ～
（第3次被害想定）
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埠頭内就労者の避難誘導（避難困難地域の設定）※第３次被害想定

労働者数：17人(2人)

避難困難地域⑤

労働者数：12人(2人)

避難困難地域③
避難所：⑧興津国際流通センター(FAZ)
労働者数：158人(52人)

地区⑧

避難所：堤内地へ
地区⑤

地区⑨
労働者数：25人(6人)

地区②

避難所：④清水港湾労働福祉センター
(袖師センター)

労働者数：179人(53人)

地区③ 避難所：⑨(株)天野回漕店
興津1号上屋

労働者数：179人(23人)

地区⑨

避難所：②清水浄化センター本館・汚泥処理棟
③清水浄化センター水処理棟

労働者数：199人(29人)

地区②

避難所：⑩清水ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ(株)
新興津ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙｹﾞｰﾄ

労働者数：81人(35人)

地区⑩

労働者数：96人(7人)

避難困難地域①
労働者数：29人(2人)

避難困難地域⑥

地区⑦

労働者数：129人(60人)

避難困難地域⑦

労働者数：16人(2人)

避難困難地域④

避難所：⑦興津８号上屋
労働者数：135人(25人)

：避難所

：避難ルート

：避難可能エリア
避難所：①鈴与(株)

袖師埠頭事業部
労働者数：136人(72人)

地区①

避難所：⑤清水ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ(株)管理棟
労働者数：216人(96人)

地区④

労働者数：5人(1人)

避難困難地域②

：避難困難地域
※ （ ）内は夜間の労働者数

労働者数：136人(72人) 労働者数：216人(96人)
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避難困難地域解消の検討課題と対策事例

【検討課題１】 SOLASフェンスが避難の障害【検討課題 】 難 障害

・荷役作業時にサブゲートを開錠（荷役利用）し、埠頭保安員を配置

サブゲ ト施錠時 サブゲ ト開錠時サブゲート施錠時 サブゲート開錠時

施錠
OPEN！

施錠

施錠 OPEN！

行止り！

施錠 OPEN！

避難経路

行止り！

避難経路

避難可能区域
新たな避難経路

避難困難区域解消

避難可能区域
避難困難区域

フェンス

避難可能区域
避難困難区域

フェンス
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避難困難地域解消の検討課題と対策事例

【検討課題２】検討１の対策後に残る 避難困難区域【検討課題２】検討１の対策後に残る、避難困難区域

受変電所の屋上を活用
既設照明塔に踊り場を設置

T.P.+10.5

想定津波高
T.P.+3.2T.P. 3.2

既存照明塔を利用した整備（3次想定での対応状況）
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避難困難地域解消の検討課題と対策事例

【検討課題３】 地震・津波の情報伝達手段が不足【検討課題３】 地震・津波の情報伝達手段が不足

・SOLAS放送設備を活用し 緊急地震速報を放送・SOLAS放送設備を活用し、緊急地震速報を放送

・併せて、埠頭保安員による、避難の呼び掛け

 

新設局

No.24

No.136

No.98

No.70
No.130

No.28

No.68

No.66

No 138

No.137

新設局

No.71

No.139

No.138

既設備子局既設備子局

平成19年度整備子局

SOLAS設備の可聴範囲（参考）静岡市防災行政無線の可聴範囲
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避難誘導計画（ハードの対策）その他の避難対策事例

田子の浦港（階段） 松崎港（階段）田子の浦港（階段） 松崎港（階段）

▽TP+10 0ｍ▽TP+10.0ｍ

地盤高▽ TP+3.0ｍ

焼津漁港（築山）榛原港（階段） 11



避難誘導計画（ハードの対策）その他の避難対策事例

清水港 陸港（海抜表示）清水港 陸港（海抜表示）

焼津漁港（海抜表示・避難啓発）

清水港 コンテナターミナル
（誘導表示） 12



最大クラスの津波（４次想定：レベル２津波）に対する
避難誘導対策 検討避難誘導対策と検討課題
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①5 7 ③5 4

清水港における最大クラスの津波高さと浸水域
（南海トラフの巨大地震8/29内閣府発表資料による）

既設防潮堤（T.P.+7.5ｍ）

既設防護ライン（県）

海岸保全施設（津波対策）

①5.7
②6.2

③5.4
④5.3 ⑤4.0

⑥4 4 既設防護ライン（県）

電動水門

既設護岸（T.P.+3.2ｍ） 既設防護ライン（民間）

⑥4.4

⑦4.5
⑧4.6

⑨4.7

フラップゲ ト

浸水深

電動陸閘

既設護岸（T.P.+6.2ｍ）
⑧

⑩4.9
⑪5.0
⑫4 9

⑬4.4

⑭4 1

手動陸閘（常時閉鎖）

フラップゲート

20.0ｍ以上

10.0～20.0

5 0～10 0

既設護岸（T.P.+4.9ｍ）

既設護岸（T.P.+3.7ｍ）

⑫4.9 ⑭4.1

⑮4.5 ⑯4.3

5.0～10.0

2.0～ 5.0
1.0～ 2.0

0 3～ 1 0

既設胸壁（T.P.+3.2ｍ）
⑰4.2

⑱4.3
⑳4.5

0.3～ 1.0

0.01～ 0.3 津波高（T.P.+m）⑲4.1

静岡県第３次被害想定：浸水深 50cm～1m程度

既設胸壁（T.P.+3.2ｍ）

静岡県第３次被害想定：浸水深 50cm～1m程度

⇒ 南海トラフ巨大地震：浸水深 2m～3m程度 14



避難施設設計における課題

必要面積・対象人数の設定必要面積 対象人数の設定

滞在長期化の可能性（備蓄食料やトイレの必要性）

余裕高は
浮遊物が施設高
に及ぼす影響 余裕高は

必要か

▽津波高

及

部材強度

せり上がり 影響

浸水深

漂流物・浮遊物
による外力

せり上がりの影響

浸水深
の精度

津波外力

による外力

▽地盤高

津波外力

地盤沈下への対応 耐震性能
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港湾の避難誘導計画における課題

○既存施設への避難

・ガントリークレーン、照明塔の利用の検討

・係留船舶への避難の検討

○管理者と民間のBCP・避難計画の整合性

・自動車等による避難の可否自動車等による避難の可否

・全体調整、ルール作りが必須

○浮遊物・漂流物対策

危険施設（石油タンク等）への衝突防止・危険施設（石油タンク等）への衝突防止

・市街地への流入防止

・避難経路の遮断防止
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